
事 務 連 絡 

令和８年４月１６日 

 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市保育主管課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

各都道府県・指定都市・中核市地域子ども・子育て支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市認可外保育施設担当課  

各都道府県・指定都市・中核市乳児等通園支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市児童福祉主管課 

各都道府県・指定都市・中核市児童相談所設置市障害保健福祉主管課・児童福祉主管課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 幼 稚 園 事 務 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

御中 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 地 域 学 習 推 進 課 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 

 

 

学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）

の投与について 

 

平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。 

今般、学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支

援事業、児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発

達支援、放課後等デイサービス等において児童生徒等がアナフィラキシーショックを起こし、生命が

危険な状態等である場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等がアドレナリン点鼻液 （ネフィー®）

の投与を行うことについて、こども家庭庁及び文部科学省から厚生労働省医政局医事課に対して別



紙１のとおり照会を行ったところ、別紙２のとおり回答がありましたので、お知らせします。 

学校等においては、児童生徒等及びその保護者からアナフィラキシーショック時のアドレナリン

点鼻液の投与について依頼があった場合には、別紙１の４つの条件に基づき、医師の指示を確認する

とともに、保護者等と対応について協議を行い、共通理解を図ることが必要となります。また、児童

生徒等がアナフィラキシーショックを起こした場合に適切な行動ができるよう、教職員等で日頃か

らの準備として定期的な研修や訓練を行うこと等も重要です。 

アナフィラキシーショック時においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定される

ことから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次救命処

置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。その上で、ア

ドレナリン点鼻液を使用した場合には、アナフィラキシーショックを起こした児童生徒等が受診す

ることとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該

医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝え

る等の対応が必要となります。 

アドレナリン点鼻液の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページ

（https://www.neffy.net/）を御参照ください。 

アレルギー疾患に対する緊急時の対応や研修等については、引き続き、 「保育所におけるアレルギ

ー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」や公益財団法人日本学校保健会が作成した「学校における

アレルギー疾患に対する取組ガイドライン（令和元年度改訂）」を御参照ください。 

また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。 

ついては、本件について、管内の市区町村、関係機関及び学校・施設 ・事業者等に対して周知され

るようお願いします。 

なお、医療機関においても、学校等や教育委員会と連携し、本事務連絡や学校等の体制を踏まえて、

アドレナリン点鼻液の処方及び指示を出していただけるよう、別途、公益社団法人日本医師会に対し

て、各都道府県医師会等に周知されるよう依頼しております。 

 

【参考資料】 

（こども家庭庁） 

○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」 

  https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-

5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf 

 

 

 

 

（公益財団法人日本学校保健会） 

○「学校におけるアレルギー疾患に対する取組ガイドライン（令和元年度改訂）」 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226 

 

 



こ 成 保 第 343 号 

こ 成 基 第 9 4 号 

こ 成 環 第 29 0 号 

こ 支 家 第 23 6 号 

こ 支 障 第 11 1 号 

８ 教 健 食 第 ５ 号 

令和８年４月１４日 

 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 

こ ど も 家庭 庁 成 育局 成 育 基盤 企 画 課長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

 

 

医師法第１７条の解釈について（照会） 

 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答いただくようお願いします。 

 

記 

 

学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、

児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発達支援、

放課後等デイサービス等（以下「学校等」という。）に在籍又は利用する幼児、児童、生徒、学生 （以

下「児童等」という。）がアナフィラキシーショックを起こし、生命が危険な状態等である場合に、

現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフ（以下「教職員等」という。）が、アドレナリン点

鼻液 （「ネフィー®」）を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は

緊急やむを得ない措置として行われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法 （昭和

２３年法律第２０１号）第１７条違反とはならないと解してよいか。 

 

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 

・ 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用する必要性が認められる児童等であ

ること 

・ アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項 

kawabata-c
テキストボックス
別紙１



② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にアドレナ

リン点鼻液を使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたアドレナリン点鼻液を使用

する際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。 

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してアドレナリン点鼻液を使用すること。 

・ 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用することが認められる児童等本人であ

ることを改めて確認すること 

・ アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること 

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン点鼻液を使用した後、当該児童等を必ず医

療機関で受診させること。 

 

以上 



 

医政医発 0415 第２号 

令和８年４月 15 日 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 長 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医師法第 17 条の解釈について（回答） 

 

令和８年４月 14 日付けこ成保第 343 号、こ成基第 94 号、こ成環第 290 号、こ支家第 236

号、こ支障第 111 号、８教健食第５号をもって照会のあった件について、下記のとおり回答

します。 

 

記 

 

貴見のとおり。 

なお、一連の行為の実施に当たっては、児童等のプライバシーの保護に十分配慮がなされ

るよう強くお願いする。 

 

kawabata-c
テキストボックス
別紙２
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